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原子炉施設保安規定変更の補正に関する事前連絡について 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は，弊社事業につきまして格

別のご理解とご協力を賜り，厚く御礼申し上げます。 

 さて，題記につきまして，下記のとおり安全協定第１０条第１項第１号の規定に基づ

く事前連絡を致します。 

敬 具 

 

 

記 

 

１．補正の理由 

使用済燃料ピットクレーンの吊上げ上限高さの管理に関する記載を，原子炉施設

保安規定変更へ追記する。 

 

２．変更の概要 

平成２５年７月８日付事前連絡（平成２７年９月２８日付補正に関する事前連絡，

平成２８年３月２２日付補正に関する事前連絡および平成２８年４月１日付補正

に関する事前連絡）した原子炉施設保安規定変更の記載内容の一部を補正する。 

 

 

 

 

 

 

以 上 



参考資料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊方発電所原子炉施設保安規定の補正前・後の比較表 
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補正前 補正後 備考 

 

 

（使用済燃料ピットの管理（３号炉）） 

第97条の２ 原子燃料課長は，３号炉の使用済燃料ピットクレーンを使用する場合は，吊荷の重量を

確認する。 

２ 各課長は，３号炉の使用済燃料ピット周辺設備等の重量物について，落下防止対策を行う。 

 

 

 

 

（使用済燃料ピットの管理（３号炉）） 

第97条の２ 原子燃料課長は，３号炉の使用済燃料ピットクレーンを使用する場合は，吊荷の重量お

よび吊上げ上限高さを管理する。 

２ 各課長は，３号炉の使用済燃料ピット周辺設備等の重量物について，落下防止対策を行う。 
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